
   

- 1 - 

 

平成２８年度福島県農業振興審議会議事録 

 

１ 日 時  平成２８年１１月２８日（月）１４：００～１６：１０ 

 

２ 場 所  杉妻会館４階「牡丹」 

 

３ 出席者    別紙名簿のとおり 

 

４ 議 事   

 （１）福島県農林水産業振興計画の進行管理について 

 （２）その他 

    ［報告事項］農業・農村の動向等に関する年次報告について 

 

５ 審議経過 

  

司  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、お時間になりましたので始めたいと思います。 

 本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。本日の司

会進行を務めます企画主幹の角田と申します。本日はよろしくお願いいたしま

す。 

 本審議会は、付属機関の設置に関する条例に基づき設置されており、付属機関

等の会議の公開に関する指針により、会場に傍聴席を設けております。本日、ま

だ一般傍聴者の方はいらしておりませんが、来られたときには公開することにな

っておりますのでご了承願います。 

 それでは初めに、会議に先立ちまして、農業振興審議会委員を皆様にお願いす

るに当たり、辞令交付を行います。なお、本日は福島県市長会の橋本様、福島県

農業協同組合中央会の川上様、畜産振興協会の宗像様、福島県栄養士会の中村様

におかれましては、代理出席をいただいておりますので、代理で来ていただいた

方につきましては、後日、ご本人様にお届けするようにしたいと思います。ご了

承ください。 

 それでは、辞令を交付いたします。お名前をお呼びしますので、その場でお立

ちください。 

 （辞令交付） 

 加藤憲郎委員 

 鈴木理委員 

 櫻田浩二委員 

 池田善一委員 

 伊藤房雄委員 

 岩崎由美子委員 

 小森貞治委員 

 菅野まゆみ委員 
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司  会 

農林水産部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関奈央子委員 

 平久井信子委員 

 降矢セツ子委員 

 横田純子委員 

 （代理出席） 

 川上雅則委員 

 宗像実委員 

 中村啓子委員 

 ありがとうございました。 

 なお、高林きくみ様、松本順子様は、本日、所用のため欠席されております。 

 以上をもちまして、農業振興審議会委員の辞令交付を終了いたします。 

 

――開  会―― 

 それでは、これより平成 28年度福島県農業振興審議会を開催いたします。 

 

――部長挨拶―― 

 初めに、農林水産部長からご挨拶を申し上げます。 

 農林水産部長、小野でございます。本日の審議会、どうぞよろしくお願いいた

します。委員の皆様におかれましては、日頃から本県の農業・農村の振興にご理

解とご協力を賜っておりまして、心より御礼を申し上げます。ありがとうござい

ます。また、このたびは大変お忙しい中にあって本審議会にご出席をいただきま

して、重ねて御礼を申し上げます。 

 皆様もご承知のように、本県の農業につきましては、避難指示の解除が順次進

められる中、営農再開に加えまして、依然として県内全般を取り巻く風評という

価格差、さらには、全県的にも担い手の減少あるいは高齢化が進んでいるという

非常に多くの課題を抱えているところでございます。 

 県といたしましては、平成 25 年３月、福島県農林水産業振興計画「ふくしま

農林水産業新生プラン」を策定いたしまして、９つの重点戦略に取り組んできた

ところでございます。震災から５年８カ月が経過した中で、避難指示が解除され

た地域等におきましては、水稲や花き栽培が再開されますとともに、乳用牛や肉

用牛の試験飼育も開始されているところでございます。また、野菜や果実など農

産物の安全性を確認するモニタリング検査では平成 25 年度以降、米の全量全袋

検査では平成 27 年度産米以降、放射性物質の基準値を超えるものは確認されて

いない状況となっております。 

 本県農産物の安全性はもとより、復興への歩みが、少しずつではございますが、

着実に進んできているものと感じております。加えて、農業に魅力を感じ、本県

での就農を志す方が、今年５月までの１年間でこれまでで最多となります 238名

を記録するとともに、女性農業者も増加し、ネットワーク化が図られており、今

後の農業の担い手の確保・育成に向けて明るい話題と捉えているところでござい

ます。 
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 本日は、福島県農林水産業振興計画の進捗状況につきましてご説明申し上げ、

委員の皆様から忌憚のないご意見をいただきたいと思っております。ご協力をい

ただきますようよろしくお願いいたします。 

 皆様のますますの御健勝とご活躍を祈念いたしまして、ご挨拶といたします。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 改めて、委員の皆様を名簿順にご紹介させていただきます。 

 初めに、第１号委員で須賀川市長の橋本克也委員でございます。本日は、代理

で小松信之常務理事兼事務局長に出席いただいております。 

同じく新地町長の加藤憲郎委員でございます。 

 次に、第２号委員で福島県農業会議副会長の鈴木理委員でございます。 

 同じく、福島県農業協同組合中央会常務理事の川上雅則委員でございます。本

日は、代理で橋本正典参事に出席いただいております。 

 同じく、社団法人福島県畜産振興協会会長の宗像実委員でございます。本日は、

代理で鈴木弘専務理事に出席いただいております。 

 同じく、福島県土地改良事業団体連合会専務理事の櫻田浩二委員でございま

す。 

 同じく、福島県食品産業協議会副会長の池田善一委員でございます。 

 次に、第３号委員で、東北大学大学院農学研究科教授で、農業経済学をご専門

とされております伊藤房雄委員でございます。 

 同じく、福島大学行政政策学類教授で、社会計画論や農村社会学等をご専門と

されております岩崎由美子委員でございます。 

 同じく、認定農業者会会長の小森貞治委員でございます。 

 同じく、指導農業士会副会長の菅野まゆみ委員でございます。 

 同じく、公募委員の関奈央子委員でございます。 

 同じく、社団法人福島県栄養士会会長の中村啓子委員でございます。本日は、

代理で三森美智子副会長に出席いただいております。 

 同じく、福島県消費者団体連絡協議会の平久井信子委員でございます。 

 同じく、うつくしまふくしま農業法人協会、有限会社ふるや農園代表取締役の

降矢セツ子委員でございます。 

 同じく、ＮＰＯ法人素材広場理事長の横田純子委員でございます。 

 なお、先ほどもご紹介いたしましたが、高林委員と松本委員は、本日所用のた

め欠席されております。 

 以上、18 名の委員のうち過半数を超える 16 名の委員の皆様のご出席をいただ

いておりますので、本日の審議会は、有効に成立しております。 

 

――会長・副会長の選任―― 

 それでは、本日の審議会は、新たな委員の委嘱後、初めての審議会でございま

すので、会長と副会長の選任をお願いいたします。 

 福島県農業振興審議会規則第３条の規定によりまして、「当審議会の会長・副
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会長は委員の互選によって定める」とされておりますが、会長・副会長の選任に

ついてご意見がありましたら、お願いしたいと存じます。 

櫻田委員、お願いします。 

 

これまで副会長を務めていただきました伊藤房雄さんに会長をお願いしたいと

思います。副会長については、伊藤委員と同じように、食と農業の相互関係に深

く見識を持っております岩崎由美子委員にお願いしたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

 ありがとうございます。ただ今、櫻田委員より、会長を伊藤房雄委員、副会長

を岩崎由美子委員にお願いしてはどうかとの発言がございましたが、ほかにご発

言はございますか。 

（「異議なし」という声あり） 

 異議なしとの言葉をいただきましたので、会長は伊藤房雄委員に、副会長は岩

崎由美子委員にお願いいたします。それでは伊藤会長、会長席へお移り願います。 

 

――会長挨拶―― 

 それでは、早速、伊藤会長からご挨拶をいただきたいと思います。お願いいた

します。 

 

 皆さん、こんにちは。ただ今、会長を拝命させていただきました伊藤と申しま

す。福島の農業振興審議会ということで、ある意味ではよそ者の私でございます

が、福島とのつきあいというか関わりはそうそう短いわけではございませんで、

思い出しますと、福島県とある程度時間をとって関わらせていただいたのが 2000

年前後のことだったかと思います。その後、いろいろ関わりを持たせていただき

ながら、実は、皆さんのお手元にあるかと思いますが、「ふくしま農林水産業新

生プラン」、これの前のバージョンを平成 22 年３月に福島県の農林水産業の 10

年の振興計画ということで策定いたしました。その際に関わらせていただきまし

て、「生産者と消費者との絆」というキーワードを提案させていただきました。

それから１年後に福島の第一原発事故が起き、新たにつくり直さなければいけな

いということで、先ほど小野部長の説明にもありましたように、平成 25 年にこ

のような新たな振興計画ができて、それから８年という計画かと思います。 

 そのような経過がありまして、私自身、3.11以降、しばらく福島県の復興のビ

ジョン策定や福島県の復興計画の策定にも関わらせていただきました。そういう

関わりもありまして、これから短い時間になるかと思いますが、できるだけ福島

県の農林水産業、特に農業の再生・発展といったところに、皆さんのコミュニケ

ートですね、耳を傾けるような、そういった方向で、積極的に福島県に情報発信

等々をしていきたいと思っています。微力ではございますが、皆様のお力添えを

いただきまして、なんとか任務を務めさせていただきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 



   

- 5 - 

 

司  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（伊藤会長） 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 ここで、県側の職員を紹介申し上げます。先ほどご挨拶申し上げました小野農

林水産部長でございます。 

 佐藤農林水産部技監でございます。 

 伊藤農林水産部政策監でございます。 

 橋本食産業振興監でございます。 

 佐藤農業支援担当次長でございます。 

 二瓶生産流通担当次長でございます。 

 須田農村整備担当次長でございます。 

 小巻農業総合センター所長でございます。 

 なお、関係課長及び各農林事務所長も出席しておりますが、出席者名簿をもっ

て紹介に代えさせていただきたいと思います。 

 ここでお手元の資料の確認をいたします。本日の資料につきましては、次第、

出席者名簿、席次表、資料が１と２、それから、資料の３につきましては、３－

１、３－２、３－３とございます。それから、資料の４につきましては、４－１、

４－２とありまして、最後に、参考資料として「復興のあゆみ」をお渡ししてご

ざいます。不足等がございましたら事務局をお呼びください。 

 なお、新生プランの冊子を皆様にお配りいたしております。前回の、委嘱から

継続してお願いしている方につきましては既に前回お渡ししております。今回、

新任でお願いしておりますのが、橋本克也委員、池田善一委員、岩崎由美子委員、

菅野まゆみ委員、関奈央子委員でございますので、５名の方につきましては、そ

のままプランをお持ち帰りいただいて構いませんので、今後の審議についてよろ

しくお願いいたします。ほかの方につきましては、申し訳ありません、残部僅少

でございますので、残していっていただければと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、議事に移らせていただきます。進行につきましては、福島県農業振

興審議会規則に基づき、伊藤会長に議長をお願いいたします。よろしくお願いし

ます。 

 

――議  事―― 

（１）福島県農林水産業振興計画の進行管理について 

 

 それでは、規則に基づきまして、暫時議事を進めさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、次第に沿って進めていきたいと思いますが、まずは、議事録署名人

を指名ということになります。私のほうからご指名してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

 ありがとうございます。それでは、今回につきましては、鈴木理委員と関奈央

子委員に議事録の署名をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、議事に入りたいと思います。最初に（１）ということで、「福島県農林
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水産業振興計画の進行管理について」ということで、事務局より説明をお願いい

たします。 

 

 県の農林企画課長の天野と申します。よろしくお願いいたします。 

 資料の３－１をお開きいただきたいと思います。本日は、委員の中で初めての

振興審議会に出席される方もいるので、「ふくしま農林水産業新生プラン」につ

いて簡単にご説明をさせていただきます。 

 １ページ、１章の総説のところをご覧いただきたいと思います。福島県総合計

画の農林水産分野の計画であり、福島県農業・農村振興条例第 19 条に定める基

本計画と位置づけられております。また、本県農林水産業・農山漁村に関する各

種計画の上位計画となっております。計画期間につきましては、平成 25 年度か

ら 32年度までの８カ年の計画となっております。右側に移っていただきまして、

第３章「ふくしまの農林水産業・農山漁村のめざす姿」というところをご覧いた

だきたいと思います。 

 基本目標は、「“いのち”を支え 未来につなぐ 新生ふくしまの『食』と『ふる

さと』」となっております。その右下を見ていただきまして、めざす姿の実現に

向けた施策の基本方向として、ご覧いただいております７つの基本方向を示して

おります。この中で４つ目の林業と５つ目の水産業の部分につきましては、今日

は農業振興審議会でございますので、今回は説明等を割愛させていただきます。 

 めくっていただきまして、２ページ目でございます。今ほど申し上げました７

つの施策の展開方向にそれぞれ施策がぶら下がっています。この中で、特に計画

期間内に重点的・戦略的に取り組む施策を、第５章にありますように９つの重点

戦略として位置づけているところでございます。この９つの重点戦略ごとに進捗

状況をご説明させていただきます。 

 その一番下に第７章「計画実現のために」とありまして、二重丸が３つありま

すが、真ん中のところでございます。消費者、農林漁業者、関係者の相互理解と

連携を深める「絆づくり運動（仮）」の展開を進めていくとしております。これ

につきましては、「ふくしまからはじめよう。『食』と『ふるさと』新生運動」と

いう名前で現在運動を展開しているところでございます。これにつきましてはあ

とで説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、３ページをご覧いただきたいと思います。まず重点戦略の１「避難

地域における農林水産業の再生プロジェクト」でございます。目的のところを見

ていただきますと、「警戒区域等の見直しに応じて、農林漁業者の経営再開に向

けた総合的な支援を行うことにより、農林水産業の再生を図るとなっておりま

す。 

 まず、避難地域における営農再開の状況と特徴的な対策につきまして、資料の

３－２をご説明させていただきたいと思います。資料の３－２をご覧ください。

まず、除染の状況でございます。除染につきましては、帰還困難区域を除いて実

施しているわけでございますが、国直轄除染というところが、避難指示が出てい

る地域の除染でございます。ここの進捗状況につきましては 67.4％と、一番下に
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合計の欄にありますように、約３分の２が終わっているところでございます。そ

れ以外の、避難指示がかかっていないところの除染につきましては市町村が実施

しておりますが、この除染については 97.5％と、ほぼ終わりに近づいているとい

う状況でございます。 

 めくっていただきまして、２ページ目をご覧いただきたいと思います。ちょっ

と字が小さくて大変恐縮でございます。地図にありますように、避難指示区域に

つきましては、ご覧のような形になっておりまして、徐々に避難指示の解除が行

われているところでございます。 

 右側の営農再開の状況のところを少し説明させていただきますが、まず、一番

上の南相馬市でございます。右側の避難指示区域外の水稲でございますが、作付

面積 28年度 1,781ヘクタールということで、平成 22年比、約４割まで回復して

きているところでございます。１つ飛ばしていただきまして、広野町でございま

す。水稲が今年 161 ヘクタールということで、同じく 22 年比で８割というとこ

ろでございます。２つ飛んでいただきまして、川内村の右側、20キロ圏外と書い

てあるところでございますが、水稲の 28 年度の作付が 191 ヘクタール、７割ま

で回復しているというところでございます。また、一番下を見ていただきますと、

田村市都路地区でございますが、今年 316ヘクタールの水稲が作付され、６割ま

で回復しているというところでございます。 

 それ以外の地域におきましては、見ていただきますと、実証栽培、また畜産に

おきましては、飼養実証の形で営農再開に向けた取組が行われているところでご

ざいます。また、例えば飯舘村でその他のところを見ていただきますと、15の復

興組合を設立して、除染した農地の保全管理等を実施しているところでございま

す。それ以外の富岡町と川俣町の山木屋まで含めまして、避難指示区域において

も営農再開に向けた取組が行われている状況でございます。 

 ３ページをご覧いただきたいと思います。営農再開に向けた特徴的な対策とい

うことで、まず最初に福島県営農再開支援事業でございます。この事業につきま

しては、四角の囲みの下のポツを見ていただきたいと思いますが、県に基金を造

成いたしまして、営農再開を目的として行う一連の取組を、農地の除染や住民帰

還の進捗に応じて切れ目なく支援するというものでございます。取組の内容を簡

単に申しますと、第１段階といたしましては、除染後農地等の保全管理、また鳥

獣被害防止緊急対策等を実施しているところでございます。第２段階といたしま

しては、営農再開に向けた作付実証などを支援しているところでございます。第

３段階におきましては、新たな農業への転換の支援というようなことを支援して

おります。 

 また、右側にありますように、放射性物質の吸収抑制対策といたしまして、カ

リ肥料の施肥を支援するというような取組をしております。これは県内全域を対

象に実施しているものでございます。この営農再開支援事業は、基本的に、避難

指示が出た被災 12市町村を対象に実施しているものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、裏の４ページ目をご覧いただきたいと思いま

す。これが事業の全体像でございますが、基本的なメニューが 10 メニュー、さ
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らに一番右側に特認事業というところが 13 メニューほどあります。これについ

ては、新たに生じるさまざまな課題を解決するために必要な対策を特認として、

国の了解を得て支援しているものでございます。この福島県営農再開支援事業に

ついては、基本的にはソフト面での支援という位置づけでございます。 

 ５ページを見ていただきたいと思います。被災地域農業復興総合支援事業で、

ここからはハード対策という位置づけでございます。表の上の見出しを見ていた

だきますと、東日本大震災復興交付金、また福島再生加速化交付金の中にこの事

業が位置づけられておりまして、事業の概要のところの下の段ですが、市町村が

実施する農業用施設の整備及び農業用機械の導入を総合的に支援するものでご

ざいます。対象地域については、被災 12 市町村、事業実施主体については市町

村になっています。国庫補助率等のところを見ていただきますと、国が４分の３、

事業実施主体である市町村が４分の１となっており、隣に米印があって、別途、

震災復興特別交付税による地方負担軽減措置を講じるとなっております。市町村

が負担しました４分の１についても、後に復興特別交付税で補てんされ、実質的

に市町村の負担がない事業でございます。これについては、市町村が事業主体と

なるので、ある程度公益性がある団体であるとか大きな法人等を対象として事業

を実施しているところでございます。 

 ６ページを見ていただきますと、本年度の国の二次補正予算で新たに措置した

事業でございまして、原子力被災 12 市町村農業者支援事業でございます。これ

も先ほど申し上げました事業と同じように、農業機械または施設等の整備を支援

するものでございます。補助率を見ていただきますと、この事業も補助率が４分

の３、事業実施期間については 33年３月末、補助対象経費の上限が、原則 1,000

万、ただし市町村が特に認める場合は 3,000万というような事業でございます。 

 この事業と先ほどの事業との違いは、あまり大規模ではない個人の農業者も含

めて支援対象とするところが大きく異なるところでございます。申請の手続き

は、県が農業者に直接補助を行う仕組みとなります。対象経費は、右側にありま

す１から５までとなっており、４番、果樹の新植・改植、花き等の種苗等の導入、

また、５番の家畜の導入も対象としております。 

 以上が補助事業の関係でございます。 

 ７ページをご覧いただきたいと思います。12市町村における認定農業者の訪問

活動の結果概要でございます。これは、被災 12 市町村における認定農業者 708

名のうち、受け入れ意向のあった 522名を対象に今月まで訪問活動を実施したも

のでございます。 

 四角の３つ目を見ていただきたいと思いますが、営農再開の意向につきまして

は、既に再開済みの認定農業者が 322名、再開希望が 122名で、合計 444名とな

っておりまして、全体の 85％が何らかの形で再開したいという要望を持っていら

っしゃるということでございます。 

 ただ、右側の４、営農再開の意向というところの四角の囲みをちょっと見てい

ただきたいと思いますが、営農再開済みまたは希望が、避難指示解除区域、既に

解除されたところで 95％に上っております。また、避難指示解除準備区域では



   

- 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94％でございますが、居住制限区域になりますと 78％、帰還困難区域では 54％

ということで、かなり避難指示の状況によって違いがあるというところでござい

ます。 

 また、左に戻っていただきまして、営農再開に向けた意見・要望について、上

から４つ目の四角でありますが、①個人や小規模でも対象となる補助事業を創設

してほしいと、こういう意見から、先ほどの被災 12 市町村の事業ができたとい

うところでございます。②風評対策や販路の確保、販路が増える支援、③担い手

不足や雇用労働力の確保への支援というものが求められているというところで

ございます。一番下の四角ですが、今後につきましては、こうして訪問した結果、

再度訪問が必用となった認定農業者へのフォローアップ等を実施してまいりた

いという状況でございます。 

 資料３－２の説明につきましては以上でございます。 

 資料３－１の３ページにお戻りいただきたいと思います。28年度の主なものに

ついて今ほど説明しました内容と重複しない部分を、説明をさせていただきま

す。 

 農用地等の除染と生産基盤の復旧というところでは、上から２つ目の丸でござ

いますが、ため池等における放射性物質のモニタリング調査、またモデル事業を

実施しているところでございます。その下、１つ丸を飛ばしていただきまして、

被災した農地、農業用施設等の復旧を進めているところでございます。次の四角、

経営再開への支援というところでは、浜地域農業再生研究センターによる現地実

証研究を 16 カ所で実施しているところでございます。一番下の四角、新たな経

営・生産方式の導入におきましては、地域の実情に応じた新たな地域営農システ

ムづくり、人・農地プランの作成等の支援を行っているところでございます。ま

た、一番下の丸でございますが、農林水産分野イノベーションプロジェクト推進

事業によりまして、ロボットトラクターや除草ロボットの開発・実証などを実施

しているところでございます。 

 ４ページをご覧いただきたいと思います。関連指標の動向ということで、農地

の復旧率でございます。27年度までに復旧を見込んでいたわけでございますが、

残念ながら復旧が遅れているというところでございまして、27 年で 37.2％の進

捗率でございます。これは、書いてありますように、ほ場整備を伴う工事が、他

の事業との調整、また入札不調等によって時間を要しているところで、現在、関

係機関との調整を進めております。 

 真ん中から下、取組の具体例ですが、２番、浜地域農業再生研究センターの技

術支援というところでございます。このセンターは、今年の３月に開所いたしま

した。センターでは、現地での試験研究を行っており、帰還する農業者の意向を

踏まえ、花や飼料用作物、地力増進作物などの試験栽培、技術支援等を行ってい

るところでございます。 

 ５ページにいっていただきまして、今後の取組についてでございます。今後の

取組については、これまでの取組を進めるとともに、対策を強化していくという

ことにしております。 
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 まず、農用地の除染と生産基盤の復旧につきましては、丸の３つ目でございま

す。復興組合の設立や管理耕作など、営農再開の取組を支援していくというふう

に考えております。四角の２つ目、経営再開への支援というところにつきまして

は、丸の３つ目でございますが、市町村や地域ごとに将来に向けた営農ビジョン

の作成を支援してまいりたいということでございます。四角の一番下でございま

すが、新たな経営、生産方式の導入というところでは、人・農地プランの作成を

進めていき、雇用を進めるために、担い手の帰還後の経営安定に向けた支援、ま

た集落営農の推進を強化してまいりたいと考えているところでございます。 

 重点戦略の２、６ページをご覧いただきたいと思います。「安全・安心な農林

水産物供給プロジェクト」でございます。これは、目的のところをかいつまんで

申し上げますが、除染や吸収抑制対策を進めると同時に、検査体制を整えた上で

正確な情報を発信し、環境と共生する農業などの取組を継続しながら、安全かつ

安心な農林水産物を消費者に提供していくというものでございます。 

 28年度の主な取組でございますが、一番上の四角でございます。農林水産物の

緊急時モニタリングの実施と結果の公表ということで、10月末現在の結果でござ

いますが、検査点数１万 3,388点、うち、基準値超過が６点ということで、野生

の山菜、河川湖沼の魚類で残念ながら、わずかに基準値超が出ているというとこ

ろでございます。 

 その次の四角、安全性を高める取組の推進でございますが、ＧＡＰのレベルア

ップに向けた研修会を開催するとともに、その下ですが、ＧＡＰの第三者認証取

得に取り組む 10 地区を採択し、支援しているところでございます。次の、環境

と共生する農業の推進につきましては、有機農産物の販売促進のための商談会、

現地見学会等などを実施しているところでございます。 

 その下、安全性のＰＲ・消費者からの信頼確保というところでは、番号の２つ

目でございますが、ウェブサイト「ふくしま新発売。」等で放射性物質検査の結

果等を公開するとともに、メディアセミナーやメディアツアーなどを開催し、マ

スコミ、マスメディアに対してポジティブかつ正確な情報発信につなげていると

ころでございます。 

 一番最後の地産地消の推進でございますが、丸の２つ目、学校給食において県

産農林水産物の購入費を補助しております。また、給食施設を有する事業者に対

し、県産食材の利用を呼び掛ける訪問キャラバンを実施しているところでござい

ます。 

 関連指標の動向で、最初の緊急時モニタリングにおいて、基準値を超過した農

林水産物の品目数というところでございます。これにつきましては、平成 23、24

あたりをピークに年々減少傾向にあり、27 年度は 11 品目となっております。次

の、ＧＡＰに取り組む産地数でございますが、平成 32 年の目標が 242 産地に対

し、平成 27 年は 208 産地となっております。取組の具体例については、消費者

に対する安全・安心の情報提供というところで、表がございますが、上の米の全

量全袋検査の結果でございます。平成 27年につきましては、1,048万袋を検査い

たしまして、基準値超過はございませんでした。平成 28 年につきましては、11
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月 26 日現在までの数字で 920 万点になっておりますが、基準値超過はございま

せん。 

 めくっていただきまして８ページでございます。今後の取組について、これま

での取組をさらに進めていくということに加えまして、四角の２つ目、安全性を

高める取組の推進ということで、放射性物質対策を含めたＧＡＰの取組産地及び

実施者数の拡大を進めてまいるとともに、第三者認証によるＧＡＰの取組を推進

していくという考えでございます。環境と共生する農業の推進につきましても、

有機栽培、特別栽培、エコファーマーなどの取組の拡大を図ってまいります。 

 ９ページ、重点戦略の３「ふくしま“人・農地”新生プロジェクト」でござい

ます。３行目の中段、真ん中ぐらいからですが、地域農業の多様な担い手を育成

するとともに、担い手への農地集積を加速化し、力強い農業構造の実現に取り組

むというのが目的でございます。 

 平成 28 年度の主な取組でございますが、まず、地域をリードする経営体の育

成ということで、地域農業を牽引するプロフェッショナル経営体の育成として、

今年度 13件の支援をしているところでございます。 

 丸を１つ飛ばしていただきまして、栽培の省力化や安定化を図るため、ＩＣＴ

等を活用した先端技術の実証を県内各地で実施しているところでございます。 

 次の、新規就農者の育成・確保でございますが、丸の２つ目、青年就農給付金

等を有効活用いたしまして、就農前研修または就農等を支援することとし、農業

法人への雇用就農または実践研修を支援しているところでございます。先ほども

部長の挨拶にもありましたとおり、新規就農者については、今年度 238人と最も

多くなったところでございます。 

 その次の丸ですが、新規参入の促進と定着を図るために地域での受入体制の整

備と実践活動を支援しているところでございます。女性農業経営者の育成につき

ましては、丸の２つ目でございますが、ふくしま農業女子ネットワークの設立、

農業女子応援団の設置などで農業女子の資質向上を支援しているところでござ

います。 

 最後の、農用地利用集積の促進のところにつきましては、今年度から県内の各

普及所に農地中間管理機構の駐在員 13 名を配置して推進体制を強化したところ

でございます。その次の丸ですが、各市町村ごとに農地中間管理事業の重点地区

169地区を指定しまして、農地集積の取組を支援しているところでございます。 

 めくっていただきまして 10 ページをご覧いただきたいと思います。関連資料

ですが、認定農業者につきましては、32 年度目標 8,000 でございますが、27 年

度、7,730 経営体まで来ております。新規就農につきましては先ほど申し上げた

とおりでございます。 

 その下、農地利用集積面積でございますが、９万 6,000ヘクタールの目標に対

しまして、現在５万 7,980ヘクタールということで、まだ目標達成には一層の推

進が必要だというところでございます。今後、人・農地プランの見直しの支援、

また集落営農組織の法人化等の担い手育成と一体的に農地集積を支援してまい

りたいと考えているところでございます。 
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 取組の具体例を 11 ページの上に新規就農者の育成・確保の中で後段のところ

をご覧いただきたいと思いますが、就農意欲の醸成を図るために、農業高校生を

対象としたインターンシップの実施、また青年クラブの活動支援などを行ってい

るところでございます。 

 今後の取組につきましては、これまでの取組を進めるほか、四角の２番目、新

規就農者の育成・確保の中の丸の３つ目、農業短期大学校における研修制度をよ

り充実させ、新規参入や青年農業者の安定的な育成・確保を図ってまいりたいと

考えております。 

 また一番下、農用地利用集積の推進につきましては、人・農地プランの作成と

見直しを支援するとともに、農地中間管理事業の積極的な活用を進めてまいりた

いと思っております。 

 めくっていただきまして 12 ページでございます。重点戦略の４「ふくしまの

恵みイレブン」強化プロジェクトでございます。目的といたしましては、本県の

主要農林水産物 11品目の生産力強化と重点的なプロモーション活動、輸出再開・

拡大の取組によりまして、ふくしまブランドの回復・強化を図っていくというも

のでございます。 

 本日初めての方もいらっしゃると思いますので、「ふくしまの恵みイレブン」

を説明いたしますと、こちらの青いパンフレットをお手元に配らせていただきま

した。中を開いていただきますと、米であるとか、きゅうり、トマト、もも、日

本なしなど、これが「ふくしまの恵みイレブン」というものでございます。 

 また 12ページのほうに戻っていただきまして、主な取組でございます。「ふく

しまの恵みイレブン」の戦略的な生産拡大ということで、「天のつぶ」につきま

しては、主食用として栽培する生産者のリスト化等、食味・品質の向上に向けた

栽培管理指導を実施しております。平成 28年度の作付面積は、5,073ヘクタール

まできております。野菜につきましては、生産の合理・安定化を図るための施設

の導入等を積極的に支援しているところでございます。丸を２つほど飛んでいた

だきまして、福島牛の生産基盤の拡大については、繁殖雌牛 1,000頭の導入支援、

また避難者に対する繁殖雌牛の導入支援などを実施しているところでございま

す。１つ飛んでいただきまして、なめこでございますが、安全なキノコ原木等の

生産資材を確保する取組を支援しているところでございます。 

 次の「ふくしまの恵みイレブン」の重点的なプロモーション活動の展開でござ

いますが、「ふくしまプライド。」をキャッチフレーズとしたプロモーションを強

化して実施しているところでございます。県内において主要な農産物の出荷時期

を捉えて、市場や販売店などの流通場面を中心に、生産者団体等と連携したＰＲ

活動またはトップセールスを実施しているところでございます。 

 その次の「ふくしまの恵みイレブン」の輸出再開・拡大でございますが、輸入

が再開されたタイ、マレーシア、シンガポールなどへのＰＲ、また輸送実験等を

実施しているところでございます。 

 13ページの関連指標のところでは、今のところ、２つ目、県産農林水産物の海

外輸出量でございますが、平成 32 年に 500 トンを目指しており、27 年度はまだ
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38.8トンということでございます。徐々に増えてはきているということでござい

ます。今後、より一層向上を図ってまいりたいと考えております。 

 14ページをご覧いただきたいと思います。取組の具体例でございますが、輸入

に関しまして、詳細な内容になりますが、タイにおいてビジネス交流レセプショ

ンを開催し、風評払拭と県産農産物の輸出拡大を目的に、知事による県産品の安

全性のアピールを行ったところでございます。また、高級スーパーにおいて県産

もものトップセールスを実施したところでございます。主な輸出量については、

平成 28年度 21トンとなっております。 

 15ページ、今後の取組でございますが、これまでの取組を進めるとともに、「ふ

くしまの恵みイレブン」の戦略的な生産拡大といたしましては、一番目の丸、「天

のつぶ」につきまして、家庭用、業務用としての販路開拓、ＰＲを強化するとと

もに、品質・食味の向上を図ってまいりたいと考えております。 

 四角の２つ目、「ふくしまの恵みイレブン」の重点的なプロモーション活動の

展開につきましては、丸の３つ目、市町村や生産者団体の取組による情報発信や

販路開拓に向けた活動を支援して、多様な角度から風評払拭に取り組むととも

に、「食」「農」「官」一体の「オールふくしま」で魅力を強く発信してまいりた

いと考えております。 

 「ふくしまの恵みイレブン」の輸出再開・拡大につきましては、輸入を規制し

ている諸外国の輸入規制解除に向けて、より積極的に取り組むよう政府に働き掛

けるとともに、県としても規制解除に向けたＰＲを行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 16ページ、重点戦略の５「地域産業６次化の推進プロジェクト」でございます。

農林水産業者と異業種との相互関係を推進するとともに、県産農林水産資源を活

用した新商品・新サービスの開発を支援し、所得向上と雇用の確保による地域経

済の活性化を図るという目的でございます。 

 平成 28 年度の主な取組は、上から「しごとづくり」「ひとづくり」「きづなづ

くり」というような３つの観点で進めているところでございます。 

 まず、「しごとづくり」につきましては、資格の取得、新商品・新サービスの

開発、施設整備を支援することによりまして、農林漁業者等による異業種におけ

る事業展開を推進しております。１つ飛ばしていただきまして番号の３つ目です

が、６次化法認定に基づき、施設の整備に取り組む事業者を支援しますとともに、

「ふくしま地域産業６次化復興ファンド」から新規創業する６次化事業体に資本

金を出資するなどの支援を行っております。 

 四角の２つ目、「ひとづくり」でございますが、「ふくしま６次化創業塾」を開

始しているところでございます。 

 ３つ目の「きずなづくり」でございますが、地方ネットワーク活動における会

員間交流、また特産品開発を支援するとともに、会員の持つシーズのマッチング

を進めることで６次化による地域の活性化を促進しているところでございます。 

 17ページの関連指標の動向について、６次化商品数を見ていただきますと、目

標が 470だったわけでございますが、27年度 670ということで目標を上回って、
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かなりの６次化商品が開発されているところでございます。取組の具体例といた

しまして、一番下にあります２の売れる６次化商品づくり推進事業でございま

す。東京駅に隣接する KITTEにおいて事業者自らが試食などのテスト販売を行っ

て商品のブラッシュアップ、またはブランディング活動を支援したところでござ

います。１月には MIDETTEでも開催する予定でございます。 

 18ページでございますが、３、全県交流会６次化セミナーの開催というところ

で、段落の最後のところの２行でございますが、６次化に取り組む事業者と異業

種間のシーズ、ニーズをマッチングするための展示交流会、商談会を開催いたし

ました。期日は 10月 25日、主催は、県、東邦銀行、全農、農林中金の４者でご

ざいます。場所がビッグパレットふくしまで、180 の事業者の出展があり、バイ

ヤーの参加が約 1,200名となったところでございます。 

 今後の取組について、これまでの取組を推進するほか、「しごとづくり」とい

たしましては、食品加工技術の高度化への支援、また、新たな事業展開に必要な

支援の強化を通して、特色ある農林水産物を活用した食品加工体制の強化を図っ

てまいります。「ひとづくり」につきましては、イノベーター等の活用による実

践者の取組への支援制度等の充実を図ってまいります。また、「きずなづくり」

におきましては、丸の真ん中でございますが、産学官の連携によるネットワーク

の強化、６次化関連情報の蓄積と発信を行い、地元消費者等との結び付きの強化

を図るというものでございます。 

 19ページをご覧いただきたいと思います。重点戦略の６「みんなが安心。農山

漁村防災・減災プロジェクト」でございます。目的といたしましては、農業水利

施設等の適切な維持管理、計画的な整備を進めるとともに、地域住民の防災・減

災体制を強化し、安全・安心な農山漁村づくりを進めていくというものでござい

ます。 

 28年度の主な取組といたしましては、農業用ダム・ため池の耐震性検証を 103

カ所で実施したところでございます。次の農業水利施設、農林道におけるストッ

クマネジメントの推進といたしましては、４月を施設管理強化月間として位置づ

けまして、施設の点検を集中的に行うとともに、全農業用水利施設の点検診断を

実施しているところでございます。四角の一番下でございますが、防災・減災体

制の強化といたしまして、浸水想定区域図の作成を 103カ所で実施したところで

ございます。関連指標でございますが、補修・更新により安定的な用水供給機能

が維持されている面積、目標が 32 年、３万 6,960 ヘクタールに対し、27 年現在

で１万 4,961ヘクタールということで、まだ推進を図っていく必要があるという

状況でございます。 

 20ページにいっていただきまして、具体的な取組の具体例でございます。１番

の農業水利施設等のＰＲの取組ということで、文章の後段、農業用水利施設の維

持管理体制を安定的に確保していくために、非農家世帯に対して施設見学会、ウ

ォークラリーのイベントの開催、地域住民参加による環境美化活動、広報紙によ

る周知等の取組を行ったところでございます。 

 21ページ、今後の取組につきましては、引き続き、農業用ダム・ため池の耐震
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性の検証・確保を行うこととし、30年までを集中期として耐震性検証を推進して

おります。 

 ２つ目の、農業用水利施設、農林道等におけるストックマネジメントの推進と

いたしましては、施設の機能診断調査を進めて、適切な時期に適切な機能保全対

策を実施してまいりたいと考えております。 

 22 ページが、「ふくしまの森林（もり）元気プロジェクト」ということで、こ

こは森林でございますので、今日の農業振興審議会では説明を割愛させていただ

きます。25 ページ、「水産業の活性化プロジェクト」でございますので、これに

ついても説明を割愛させていただきます。 

 28ページ、重点戦略の９「地域資源を活用した再生可能エネルギー導入促進プ

ロジェクト」でございます。これは、プロジェクトのとおり、再生可能エネルギ

ーの生産を推進していくというものでございまして、28年度の主な取組は、四角

の２つ目、園芸施設等における太陽光発電の導入を推進してきたところでござい

ます。 

 また、29ページの取組の具体例の３、福島県農業水利施設小水力等発電推進協

議会による技術力向上指導研修会の開催でございますが、これはまだ予定です

が、11 月 30 日に研修、市町村土地改良区等を対象とした研修会を開催し、小水

力等再生可能エネルギー導入に係る座学研修を行うという予定でございます。今

後の取組については、引き続き、再生可能エネルギーの利用・促進を図ってまい

りたいと考えております。 

 最後 30ページでございます。先ほど冒頭に説明いたしました、「ふくしまから

はじめよう。『食』と『ふるさと』新生運動」でございます。これは、プロジェ

クトを横に串刺しするような取組でございますが、目的といたしましては、本県

農林水産業・農山漁村の震災からの復興・再生を成し遂げるには、生産者自らの

積極的な取組はもとより、生産から流通・消費に至るさまざまな立場の人が一体

となって取り組む運動を展開しているところでございます。 

 28年度の主な取組でございますが、１、共通事項の丸の２つ目、「食の祭典『お

いしい ふくしま いただきます！』フェスティバル 2016」を開催し、来場者が延

べ４万 8,000人となったところでございます。２の食の安全・安心運動でござい

ますが、県産農林水産物の安全性確保に向けた取組の見学、また、生産者との交

流などのツアーを開催いたしました。７回開催いたしまして、172 名の参加があ

ったところでございます。３番の生産再生運動につきましては、上の丸でござい

ますが、農林水産業再生セミナーを開催しておりまして、今日現在５回開催して

おります。合計、年間 10 回の開催を予定しているところでございます。31 ペー

ジ、風評払拭・消費拡大運動でございますが、県が行う活動に合わせまして、各

団体等においても風評払拭または消費拡大を進める活動を展開していいただい

ているところでございます。５の情報発信活動におきましては、県の農林水産

業・農山漁村に対する理解促進等を図るために県のホームページや LINE などの

ＳＮＳを活用した情報発信、クックパッド等を通じた情報発信等を行っていると

ころでございます。 
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 今後の取組については、最後の２行をご覧いただきたいと思います。構成団体

等との連携を図りながら運動内容をより充実させ、県民理解の拡大を図ってまい

ります。 

 また、資料３－３をご覧いただきたいと思います。「ふくしま農林水産業新生

プラン」におきましては、進行管理を行うために 110の指標を掲げているところ

でございます。総じて申し上げますと、農業生産は回復傾向にあるものの、32

年度の目標に向かって順調な指標ばかりではなく、厳しいものもございます。こ

うしたところから、取組を一層強化していく必要があると考えております。 

 一覧の中から順調に目標に向かっているもの、また停滞しているものについ

て、これまで説明していないものを中心に取り上げさせていただきたいと思いま

す。資料の２ページのナンバー15の指標でございますが、学校給食における地場

産農産物の活用割合ですが、直近値 27 年度で 27.3％であり、年々上昇している

ところでございます。 

 ３ページの 28 番、家族経営協定の締結数でございますが、これにつきまして

は 1,089戸となっておりまして、目標の 1,500戸まではかなり開きがあります。

脇に白丸に書いてありますように、仕事と生活の調和を図るための環境整備、女

性農業者の経営参画等を支援してまいりたいと考えております。 

 めくっていただきまして４ページ目でございます。40番、農地・水・環境の良

好な保全を図る共同活動を行う面積について、直近値で５万 7,884ヘクタールと

なっておりまして、目標４万 5,000 ヘクタールを上回っております。一方、41

番、中山間地域等における地域維持活動を行う面積につきましては、１万 4,649

ヘクタールということで、１万 7,600ヘクタール以上とした目標までもう少しと

いうところでございます。42番、環境と共生する米づくりの推進につきましては、

なかなか震災後戻らないという状況であり、直近値で２万 2,460ヘクタールとい

うところでございます。目標は３万 3,000ヘクタールということで、一層の推進

が必要であると考えております。 

 めくっていただきまして６ページの 67 番、大消費地へのふくしまの「顔」と

なる青果物の供給量でございます。ふくしまの「顔」となる青果物というのは、

きゅうり、トマト、アスパラガス、もも、日本なしという５つを規定しており、

直近値で３万 6,127トン、目標が４万 5,000トン以上ということでございますの

で、より生産面積の拡大や販路の確保に取り組んでいく必要があると考えており

ます。 

 ９ページをご覧いただきたいと思います。グリーンツーリズムインストラクタ

ーによる受入人数の直近値が 24 万 650 人ということで、29 万人以上とした目標

までまだ一層の推進が必要であるというところでございます。 

 10 ページをご覧いただきたいと思います。96 番、有害鳥獣による農作物被害

額でございますが、直近値が１億 2,846万円となっております。目標が 7,750万

円以下でございますので、地域ぐるみでの総合的な対策を一層推進していくとい

う考えでございます。 

 12ページ以降につきましては、それぞれ地方ごとに掲げました目標値の進捗状
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況でございます。説明については省略をさせていただきたいと思います。私から

の説明は以上でございます。 

 

 ありがとうございました。ただ今の説明につきまして、皆さんからご質問、ご

意見がございましたら出していただければと思います。ご意見のある方は挙手を

お願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

 櫻田です。何点かあるのですけれども、まず１つは、「天のつぶ」の栽培面積、

これが食料用面積とありますが、今年はずいぶん飼料米が増えているという話が

あります。実際、あくまでも食品とか食用という考えだと思いますので、この辺

をちょっと確認させていただきたいと。 

 あと、今、鳥獣害の話がありましたけれども、福島市の西部のほうでクマの被

害が増えているという話を聞いています。サルとかイノシシではなくてクマが多

いという。というのは、クマというのは個体数を管理しておらず、畑に入ってき

たときに猟友会に頼んでも違法捕獲になるということで手を出せないという状

況があるという話がありましたので、この辺がなんとかならないか。要するに年

間を通して捕獲をできないものかと。 

 この２つをまずお願いします。 

 

 水田畑作課の柏倉と申します。まず、「天のつぶ」の面積について、今年の見

込みの中には、飼料用米の面積も約半分ほど含まれております。残りの半分ほど

が食用で出荷に向けた作付面積になっております。 

 

 鳥獣関係で、クマの捕獲についてですが、現在、クマの捕獲というのは、緊急

時に限って希望する市町村に 43 日間の銃器による捕獲を認めているところで、

現在 37 の市町村が委譲されているわけなのですが、今そういうルールの中でや

っているものですから、年間を通じてということになりますと、クマの管理計画

等の関係等もあるので、生活環境部にこういった要望があるということをお伝え

して、今後に生かしていきたいと考えます。 

 

 よろしいですか。いかがでしょうか。 

  

すみません。先ほどの「天のつぶ」が半分という話だったのですけれども、あ

くまでもイレブンでやるには食用米の面積としてカウントしたほうがいいので

はないかと思います。それが要するにイレブンの目的であるし、その辺の管理の

仕方を変えていただいて、あくまでも食用米は食用米としてつくる面積から出し

ていくというスタンスで出されていったほうがいいのではないかと思います。 

 

 いかがでしょうか。 
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小森委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全農業課長 

 

 おっしゃるとおりかと思います。現状 5,000ヘクタールぐらいで、半分の 2,500

ヘクタールが飼料米にいってしまうということで、これについては、飼料米につ

いては専用品種に切り替えるべきだということで、来年に向けても強く推進して

まいります。ここに統計上の数字で入ってしまいましたが、その中から食用米と

いう形で数値化をしていきたいと思います。「天のつぶ」はかなり評判が上がっ

てきておりまして、大量の業務用米では扱えないというような話もございますの

で、需要に応じた生産をしていくような形で進めたいと思います。 

 

 よろしいですか、櫻田さん。今のご質問がありましたように、「天のつぶ」、表

記の仕方としては、括弧書きか何か、飼料米のほうを括弧書きにするとかという

形で、どちらでもいいと思うのですけれども、それをやっていただきたいと。や

はり、「恵み」のイレブンということで「天のつぶ」、せっかくこのようにブラン

ド米という形にして育てて、また、今後それを推進していくということですので、

ぜひ、飼料用米、やむを得ずそうせざるを得ないようなこともあると思いますけ

れども、その扱いについては、今後ともブランド力低下させないような、そうい

う取組というか措置も必要かと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ、小森委員。 

 

 認定農業者会の小森でございます。まず、７ページ、緊急時モニタリングによ

って放射性物質の基準値を超過した農林水産物の品目数が 11 品目あるとありま

す。私もここへ来る途中、高速道路、除染物質を積んだトラックがどんどん走っ

ているという中において、会津もまだまだ汚れた部分があるのかなと思いながら

も走ってきたのですが、この 11 品目が何と何があるのか、また、基準超過、そ

の左側ですが、野生山菜がまだ基準を超過しているという部分で、６点というこ

とがありますが、これはどの地域がどのくらい汚れているのかという部分をまず

お聞きしたいと思います。 

 それと、新規就農者の育成・確保についてということで、９ページにございま

す。これは新規参入の促進と定着を図るため、地域での受け入れ体制整備と実践

活動支援ということでありますが、私も新規就農者支援について地元でもいろい

ろやっているのですが、どうしても新規就農者受け入れ、ただ土地をあっせんす

ればいいのではないかという部分で進んでいる部分があります。実際、農業をや

る立場からすれば、その耕作地の近くに住まいがあれば一番いいわけなのです。

空き家バンクを通していろいろ新規の人間を入れているというような新聞報道

もありましたが、農家ほど空き家があるところはないものです。やはりそういう

部分を生かしながら新規就農を支援する、まさにそういう体制こそがふるさと創

生につながるのではないかと思います。その辺の考え方をお聞きしたいと思いま

す。 

 

 それでは、モニタリングの結果からですが、27 年度の 11 品目というのは、ま

ず水産関係で、イワナ、ヤマメ、アユ、この３品目、それから野生の山菜で、コ
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鈴木委員 

 

ゴミ、ウルイ、ゼンマイ、ウド、フキ、フキノトウ、以上６品目、いずれも栽培

ではなくて野生のものということでございます。玄米と大豆もあるのですが、こ

れは 26年産ということで、27年産については水産物と山菜のみです。それから、

今年の状況ですが、山菜のコシアブラが２点、只見町と西会津町で基準を超えた

のですが、これが、いずれも 109ベクレルということで、基準を若干超えたぐら

いでありました。水産についてはすべてヤマメで、桑折町、田村市、伊達市の水

系にあるものが検出されております。以上です。 

 

 引き続き、新規就農の政策もいかがでしょうか。 

 

 農業担い手課、武田でございます。新規就農者、新規参入される方が参入され

た場合に、住まいと農地、これが近くにあったほうがもちろんいいわけでござい

まして、我々といたしましては、基本的に空き家バンクがある市町村とない市町

村がございますので、この辺との連携は今後とも十分にやっていきたいと思って

おります。 

 その中で、現在、来たれ！ふくしま新・サポート支援事業というものを実施し

てございます。これらは外から新規就農者を呼び込んでといいますか、誘導する

中で、各産地や各地域に入っていただいて、その中で住まいの改修とか、それか

ら技術指導していただける受け入れ農家の方に対する支援であるとか、そういっ

たことまでトータルで地域でできるような仕組みを実施しておるところでござ

います。おっしゃるとおりのことだと思いますので、できるだけ住まいと農地が

近いところで新たに来られた方が営農できるような体制の整備に努めてまいり

たいと思っております。 

 

小森さん、どうぞ。 

 

 都会から来る人間に対しては、やはり農家というのは癒やしの空間なんですよ

ね。よく人によっては、私たちは食い物をつくっているのだと言う人もいますが、

私たちは命のもとである食べ物をつくっているのですよね。そういうことで、私

もリタイアした人間を受け入れる場合もあるのですが、やはり癒やしの空間とし

て、地域再生の一番いい環境は農村環境ではないかと思います。できるだけ空き

家バンクと連携した中において、新規就農者、都会からどんどん若い者を受け入

れるような、そんなシステムをつくっていただければ幸いだと思います。よろし

くお願いします。 

 

 基準値超えのほうはよろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。では、隣の鈴木さん、どうですか。 

 

 農業会議の鈴木と申します。まず、この資料３－１の３ページは、ため池のモ

ニタリング、いわゆる除染について出ておりました。私も、これは震災直後から
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議  長 

 

 

農地管理課長 

 

福島に来られた復興局も含めて、国家議員の先生方にも何度も何度も数多くの

方々にお願いをしながら、まずはそのための調査ということをお願いして調査は

したというふうに、私の手元にもその資料がございます。また、そのときに相当

な数字が出たため池もございます。しかし、現実には今、除染は手を着けていな

いというのが私の認識でございます。幸いにしてと申しますか、米の全量全袋検

査で基準値を超える袋がなかったと、非常に幸いではありますけれども、ただ、

あのため池は今どうしているのかなと、私は率直にそう思います。使っているの

か使っていないのか、使っているとすれば、その水田はいったいどのような形に

なっているのか、非常に私は心配する一人です。ぜひ、これについても真剣に取

り組んでいただきたい。置く場所がないとよく言われますけれども、もちろんそ

れは分かります。いずれにしましてもこれは大きなことだろうと、そう思ってお

ります。 

 それから、同じくこの３－１の９ページ、10ページにもございました、農地中

間管理機構、いわゆる農地集積でございます。これは我々も真剣に考えていかな

ければならない、そう思っております。今年の４月から国は農業委員会の法律を

変えまして、農業委員は約半分。例えばいわきに絞るとすれば、いわきは 30 年

から移行するわけでありますが、40 名の農業委員が 24 名になります。そして新

たに農地利用最適化推進委員というのを最大で 54 名誕生させるということにな

ります。農地集積を、その方々が総勢合わせますと、いわきは今まで 40 名だっ

たところを 70 名を超す人がこれらについて業務に当たる。そして、進めば進む

ほど、未登記という農地の問題がございます。大きな障害になってくる、私はそ

う思っております。 

 せっかく国がこれだけ大きな労力をかけてつくって、人も費やしながら推進委

員をつくるわけでありますから、これらを活用するために私は、この相続も含め

たこの制度を抜本的に変えていかないと、考えていかないと、いくら人は増やし

ても、いずれどこかでこれが障害に当たる。そうすると、大きな田んぼにぽつん

ぽつんとまた耕作放棄地が非常に目立つ状況になる。 

 それから、私の近くにもございますが、生活道路が、未登記のために途中から

道路が半分になっている。そして、３～４メートル行くとまた道路が広くなって

いる。これは未登記の土地の相続の問題で手を着けることができない。現実にこ

れらについても、これはやはり抜本的に変えていく、そういう努力もしていかな

いと、せっかく推進委員制度をつくる意味がなくなってしまう恐れもある。そん

なことも含めて、どうかひとつ、これらについても真剣にお取り組みをいただき

たいものだと、そう思っております。以上です。 

 

 ありがとうございます。最初、ため池の管理について、どなたか回答していた

だけますか。 

 

 農地管理課の佐川でございます。県内にため池が約 3,500 程度ございます。

我々、ほとんどのため池に対してモニタリングを行いまして、ため池の放射線の
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状況を現在確認しているところでございます。ため池の対策といたしましては、

やはり下流に放射性物質が流れ出て、農作物に被害を及ぼすというため池に対し

て対策を行っています。簡単に言いますと、8,000 ベクレル超の泥がたまってい

るため池に対しては放射性物質対策を行い、すべて撤去するというような形の事

業を行っているところでございます。現在も各市町村において順次ため池の放射

性物質の対策工事を行っているところで、今後ともしっかり進めてまいりたいと

思っているところでございます。以上です。 

 

 ため池に関してよろしいですか。続いて農地の管理というか、登記とか所有者

名義の問題ですが、これはどなたが。 

 

 農業担い手課でございます。まず中間管理事業を進める中で、今年、先ほど説

明いたしましたように、各普及所では駐在員を配置しまして、きめ細かに地域の

方と連携して、さらには農業委員会さんでは、今お話がありましたように、最適

化推進委員の方がこれから任命されてきて、その方々と連携を図った中でどんど

ん集積を図っていくような取組が進んでいくものと考えているところでござい

ます。 

 そういうような中で、今お話がありましたように、地元にもう住んでいなくて、

未登記のまま相続されないというような問題があるということは事実聞いてお

るところでございます。ここは、大きな制度の問題であると理解しておりますの

で、ここについては根気強く国等と相談しながら、今の段階ですぐ根本的な解決

策というのはなかなかないとは思うのですが、根気強く何らかの方策等を要望し

てまいりたいと思っています。 

 

 よろしいですか。今の中間管理事業の話ですけれども、国のほうはずいぶんと

数値目標を設定して、そこに達成する、しないの各県の通信簿もつけて、福島県

の公社の理事長が、皆さんずいぶんといろいろ評価されていると思います。ただ、

実際に中間管理事業に携わっていますと、思うように決して関わりの部分に数字

が集まっていかないです。それは、現行の生産体系を地域ごとでかなり崩さなけ

ればいけなかったり、離農すると同時に担い手にうまく集積するようなところは

いいのですけれども、しっかり転作のブロックローテーションとか、がっちり出

来上がっているところを、そんなに簡単にそこを崩せられるかとか、やはり時間

がかかる面もあると思います。 

 ただ、その辺のことで、先ほど鈴木委員のおっしゃっていたような農地の所有

者の名義であるとか地目は、実はかなりきっちり管理されていると。私の教え子

も来年、新規就農、認定就農者を目指して計画書をつくっていたら、果樹園地だ

と思っていたら原野だったとか、それで今あたふたしたりするのですけれども、

やはり、そういう今後の農地の移動とか、それを考えていく上でも、きっちり所

有とか地目とか、それらを今のうち整備しないと、本当に 10～20 年後、難しく

なるだろうと、そういう危機感がたぶん鈴木委員にあるのだろうと思います。あ
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まり国に頼らずに、そこはむしろ農業委員とか地元の方々はよくわかっているの

で、むしろそこを積極的に動いてもらってデータをきっちり整理するような、そ

ういう仕掛けを考えたほうがいいかとは思います。少し検討していただければと

思います。 

 

 続いて、農協中央会の橋本参事さん。 

 

 本日、委員の川上が出席できないので私のほうから。 

 まず最初、米に対して要望ということで申し上げたいと思います。米について

は、新生プラン策定後だったかと思うのですが、30年産以降、いわゆる生産目標

にするような配分をすることになっておらんということで、これは我々も入って

産地づくり推進会等の中で 30 年産以降の対応ということで今検討させていただ

いていますので、基本は、需給に応じた主食米の作付を維持していくということ

で、そのことによって主食の米価をきちんと安定させるというのが１つと、先ほ

どちょっとありましたように、飼料用米については、専用品種の作付拡大という

のは対応せざるを得ないのですが、それにおいての課題もいろいろ出ております

ので、それも一つ一つ解決していく必要がある。 

 さらに、今回、財政制度審議会で飼料米の特別交付金の見直しという話が出て

いるので、それは本来的には農業政策として対応しなければならないのですが、

一方では、高収益作物の転換というのも計画的にやっていく必要があると認識し

ておりますので、その点は改めてお願いしたいなと思っております。 

 それから、若干、質問も含めて１点ということで、浜通りの営農再開支援の部

分について、資料３－１の３ページに「平成 28 年度の主な取組」の一番上の四

角の丸の５つ目、基盤整備地区等における人・農地プランの作成等と農地集積の

取組支援ということでありますが、28年度の実績自体としてどうであったかとい

うのがわかればお教えいただきたいなと。 

 それから、資料３－２の７ページですが、これは 12 市町村における認定農業

者訪問活動を行っていただいて、今まで漠然としてきた営農再開に関して、実際

に農業者がこういうふうな意見を持っているということが結構明確になってき

たので、この部分は、これを踏まえて営農再開に向けたバックアップをしていく

大きな前進かなと思っているのですが、項目の７番にある、例えば風評対策や販

路の確保、それから担い手不足雇用確保とか集落営農への支援等々については、

いわゆる営農再開に対する支援事業を含めて、何らかの支援措置が県にあるのか

どうかというのを教えていただければと思っています。 

 あと、こうした話し合いを含めて進めると同時に、やはり現場に行きますと、

避難指示が解除になったから即営農再開というふうにはいかないというのが現

場の声でありまして、例えば特認事業のところでもありましたように、地力の増

進対策とか、水路の整備とか、景観の整備とかというのを併せてやっていかない

と、営農再開の支援をやりますよといっても、環境整備ができていないのでは地

元としてはできないということで、その辺の対策もお願いしたいなと。 
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 それから、地産地消の絡みで若干申し上げますと、学校給食はたぶん、おかげ

さまをもちまして震災前の水準を取り戻しているかというふうに思っておりま

す。学校給食に限らず、県内の学校給食なり事業者ですね、旅館とか飲食業等々

で県産食材、県産の農産品を扱う業者に対する何らかのインセンティブ措置があ

るのであれば伺いたいなというふうに思っております。 

 それから、学校給食の部分では、食農教育というか、その重要性というのが必

要なのだろうと。例えば小学校あたりで総合授業を活用して農業なり食の安全・

安心とかの大切さを訴えるような施策も必要かなと思っているのですが、そうい

った部分も取り入れていただければと。 

 あと、これは聞いた話だけなので事実確認は行っていないのですが、学校給食

を敬遠しているのは、１つは親御さんなので、その親御さんの教育も必要だろう

と思っていますが、あともう１点は、どうも納入業者が敬遠しているのではない

かというふうな話も聞いております。説明責任の部分もあるのでしょうが、地区

によっては、万一、基準値超えした場合は、農業者が返品リスクを負ったり交換

リスクを負っているというふうな話も聞いておりますので、そういう事実がある

のであれば、もうほとんどそういうリスクがないので、行政がその分は責任を持

って買い取るからというふうな方針でもってやれば、納入業者のほうももうちょ

っと安心して取り扱えるのではないかというふうに思っております。 

 以上、雑駁にいろいろ申し上げましたが、その辺のところをお願いしたいと思

います。 

 

 たくさんの意見もありましたけれども、質問もありました。浜通りのほうでは、

まず最初、資料３－１の３ページについて、こちらはどなたが対応しますか。 

 

 農村基盤整備課の野内と申します。基盤整備等を行っている課なのですけれど

も、基盤整備、県内全域としては 33 カ所行っているので、そのうち浜通りにつ

いては、津波被災地の復旧と併せて 10 地区で農地集積を目指してほ場整備等に

取り組んでいるというところで、農地集積の取組についてはその 10 地区におい

て今進めているというところでございます。 

 

 農業担い手課でございます。「人・農地プラン」につきましては、浜通りの被

災地区ということで申し上げますと、南相馬市においては 14 のプランを作成し

てございます。それから、川内で７つ、広野で４つということで、いわゆる 12

市町村の中では現在 25 のプランを作成している状況にございます。基盤整備地

区との連携につきましては、当然、基盤整備地区を進める中で集積等を必ず進め

ていくというような思いで、今後進行に合わせて集積、それから人・農地プラン

の作成、そして集積というふうに進めてまいりたいと考えております。 

 

 農業振興課の芳見と申します。私からは資料３－２の７ページに関連するとこ

ろについて全体的なお話をさせていただければと思います。この認定農業者訪問
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活動でございますが、避難指示の解除が相当進んでまいったということで、今後、

地域農業の核となる方々の意向をまず確認しようということで始めたものでご

ざいます。その結果、説明があったと思いますが、原子力被災 12 市町村農業者

支援事業ということで、個人が使えるような補助事業もできたところでございま

す。 

 その中で、７番目に意見・要望を集約させていただきました。やはり、一番多

かったのは個人でも使える補助事業ということで、それは措置をされました。風

評対策につきましては、これも来年度に向けて国で事項要求をしていただきまし

た。それを今、国と県で総合的な風評対策の検討を進めているところでございま

す。 

 次の課題としては、担い手の不足、さらに大きく雇用していた方は人が戻って

こないので雇用できないということでございます。この担い手不足については、

もしある程度人が戻ってきているのであれば集落営農ということで進めたいと

思いますが、あとは農業担い手課のほうで、現在、派遣会社と連携をして農業法

人に受け入れをして、新たな就農者として育てようと、そういうような事業をや

ってございますので、そういうものも活用していきたいということでございま

す。 

 集落営農の実現というのは、まさに私どもの出先の農林事務所の本業でござい

ますので、これはしっかりとやっていきたいと考えてございます。 

 あと、この一番最後にあるパイプラインなどの整備は、我々は必要だと考えて

ございますが、やはり草刈りだったり水管理が今後非常に大きな課題になってま

いります。ただ、なかなか、今事業はあるものの、容易ではない部分がございま

す。合意もとらなければいけない。したがって、私どもとしましては、この４分

の３事業といいますか、個人補助事業をうまく使いながら、少しでも地元に戻っ

てやっていこうという方を増やしながら地域農業を戻していきたい、そのような

形でいろいろな対策を講じながら進めたいと考えてございます。 

 

 農産物流通課の石本と申します。私のほうから風評対策や販路確保の対策、地

産地消についてご回答させていただきたいと思います。 

 まず、風評対策や販路確保の対策ですけれども、避難地域の営農再開の農産物

に特化した事業というのはまだやってはございませんけれども、県全体として今

取り組んでいる風評対策と販路確保対策についてご説明させていただきたいと

思います。震災後、平成 26 年度までは、情報発信を中心に風評対策を推進して

まいりました。福島県として全量全袋検査をやっていますよ、こういうモニタリ

ング検査をやっていますよ、といったところをお知らせしたりとか、そういった

結果をホームページで公表していく。あとはトップセールスをやったり、そうい

う対策をやってきました。 

 それと、昨年度からそういった安全・安心の取組のほかに、人に焦点を当てて、

安全・安心の取組はもとより、生産者が真心を込めて取り組んでいる姿を「ふく

しまプライド。」という言葉に表して、販路開拓をしてございまして、それで、
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今年度から新たにそういった情報発信に加えまして、やはり失った量販店や百貨

店の棚を戻していこうということで、販路確保対策に重点的に取り組むことにし

ました。例えば、今年度取組を始めたものとしましては、量販店における福島県

フェアということで、ももの時期、あるいは秋の時期は米ですけれども、まずは

テレビコマーシャルを流します。平成 24 年からＴＯＫＩＯの皆さんに福島県の

農産物のＰＲを担っていただいてコマーシャルをつくっていますけれども、今年

についても３本つくりました。きゅうり、もも、米ということで、そういったコ

マーシャルをつくって、その旬の時期にコマーシャルを流して、それに合わせて

量販店、百貨店でフェアを行って、ここにトップセールスを絡めながら販路確保

対策をやってございます。 

 来年度につきましても、これをより強化していって、情報発信と販路、こうい

った量販店・百貨店の販路を拡大するような対策との両輪で、来年度以降も実施

してまいりたいと考えております。 

 続きまして、地産地消の取組について、県産のそういった農産物を扱う業者に

対してインセンティブのような事業はあるかというふうなご質問がありました。

現在、例えば福島県内のホテル・旅館に宿泊していただいた方に対して、そこで

県産米を出していただいている旅館・ホテルについては、そこに泊まった方が応

募して、県産品が当たるというようなキャンペーンをやってございます。 

 あともう一つは、「がんばろう ふくしま！」応援店ということで、これは福

島県内だけではないですけれども、全国的に福島県の物を取り扱ったり応援する

ような企業さん、あと小売店さんを、「がんばろう ふくしま！」応援店という

ふうに指定をしまして、そこで買い物をしていただいた方、具体的には 200円以

上一口で応募していただいて、それで毎月 15 本程度県産品が当たるようなキャ

ンペーンというものに取り組んでございます。 

 続きまして、食育の教育が重要だということで、そういった対策について、現

在、食育サポーターというものを 160名の方と団体に担っていただきまして、い

ろいろな学校教育現場、あとは地域の方が、例えばいろいろな食に関しての話を

していただきたいというところがあれば、そういった食育サポーターを紹介し

て、そういった地域に入っていろいろな話をしていただくというような制度を設

けてございます。 

 あとは、納入業者とか何かそういう返品する場合のリスクうんぬんというよう

な、そういった実態を把握しているかというふうなことでありましたけれども、

そういったものについては、私どもでは把握はしてございません。以上です。 

 

 よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。横田委員。 

 

 すごく基本的なことで質問させていただいていいですか。資料の３－３なので

すが、この第４章の指標がありますよね。110あるんですけれども、この 110と、

そこから後ろにいく地方の目標になってくると、番号がずれるんですね。それで、
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すごく基本的なところで、この番号がまず合っていないのはだめのではないかと

いうところと、例えば、最初の３－３の２ページにＧＡＰに取り込む、例えば産

地数というところがあって、目標がこのくらいになりますよといっているのに、

地方にいくと、ＧＡＰの「ギャ」の字も出ない。どこの地域が何個の目標を持っ

ていて、どのぐらいやっているのかわからなければ何の数字も読めないなと私は

思っていまして、根本的に、資料のつくり方として、できれば、最初の 110に合

わせたナンバリングをしていただきたいというのが１つ。 

 で、各地区で目標を持っている・持っていないとか、県だけが持っているとか

あると思うのですが、やはり地方で見たときにちゃんと数字が、一番上にエコフ

ァーマーがあったり、次になったりとかしたときに、たぶんこれを初めて見た方

は見られないと思います。こっちとすりあわせをして、ああ、そういうことか、

ということにもなると思うので、その数字のちょっとナンバリングの統一、でな

いと、ちょっと目標達成だって、いつまでたってもこれ、できないのではないか

なと思っていますので、次にはちょっとお願いしたいなと思います。 

 

 ありがとうございます。今、横田委員から言われたのは、ナンバリングが整合

性を持つような、誰が読んでもわかるようにしてほしいというだけではなくて、

それぞれの地域に数値評価を分けて出しているということは、これも同じ項目

で、地方間で比較してあって、うまくいっているものと、まだまだうまく進んで

いないところがあれば、地方間で、それはなんでそういうふうにうまくいってい

るの、とかいうふうな情報交換することで目標達成に少しは近づけるだろうと、

そういう資料のつくり方にしたらどうですかという、そういう提案だと思います

ので、ぜひ貴重な意見として、次回の資料の作成をお願いいたします。 

 ほかにいかがですか。いいですか。降矢さんから。 

 

 重箱の隅をつつくような質問でございます。資料の３－１のページの一番下、

「新たな経営・生産方式の導入」というところの２番目の「植物工場など大規模

園芸施設などの導入検討・支援」と書いてあるのですが、「植物工場など」とい

う言葉を使ってあることをすごく、どう読んだらいいのかなというのが一つあり

ますね。今、植物工場を始めて利益の出ている方がいらっしゃらないという現状

のある中でこれを取り上げるというのはいかがなものかというのを思っており

ます。その注に書いてある「大規模園芸施設などの」というところはいいと思い

ます。植物工場のところはやめたほうがいいのではないかと、農家の立場として

は考えておりますが、いかがでございましょう。 

 

 園芸課です。今おっしゃられるとおり、植物工場を閉鎖型で人工光だけを使っ

てやることになりますと、黒字になるまではかなりの努力が必要ということがあ

ります。ここでの表現で「など」とありますが、植物工場の言い方によっては普

通にガラス温室といいますか、太陽光を使った大規模なトマトの施設がございま

す。震災直後には、閉鎖型で人工光でやるというものもありましたが、今現在は、
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やはり収益性を、よく検討して、太陽光型の大規模施設園芸施設の方向で、地元

でも、それから県でも一緒になって検討しているという状況でございます。表現

がよろしくないとすれば修正が必要かと思います。 

 以上です。 

 

 よくわかりました。 

 

 関連してありますか。 

 

 消費者のほうから、平久井でございます。３－１の８ページ、長く下へ続いて

いるのですけれども、米の全量全袋検査があって、27年度から 28年度の 10月現

在までで「基準値超過はありません」という一言で終わっていますけれども、消

費者としては、29年度は、県のほうでは全袋検査を終わりにするのかどうかとい

うところをお聞きしたいなと思います。 

 

 だいぶ微妙で難しい問題なのですが、29年度については現体制のままでいかせ

ていただきます。ただ、未来永劫続けるかというと、そういうわけにはまいらな

いというふうに思ってございます。やめていくに当たっては、これに代わるきち

っとした安全を担保するようなシステム、先ほどから出ていますＧＡＰのような

ものがきちっと農家さんに浸透するような形をまずつくって、それがきちっとで

きた段階で徐々に引いていくというようなことで今検討しているということで、

来年まではやりますが、その先をどういうふうにしていくかは検討段階です。 

 

 昨年度の皆さん、委員の方が替わられたのですけれども、27年度の集計、私た

ちでやったものの中で、1,200 人を超した調査の結果、全袋でシールが貼られて

いるのを知っていますかというのを、88％の方が、貼っている、その安全性によ

って買うときに意識して買っていますというアンケートを集めております。それ

から、福島県米は全量全袋検査していますけれども、今後の検査についてどうで

すかという質問では、1,200人のうち 987名、すなわち 81.3％の方が、これから

も検査をしてほしいですというふうになっております。そして、３年、５年はぜ

ひ検査してほしい、10年まではどうかなというので、そこはだんだん減っている

のですけれども、そんなところを私たちでデータを取っております。 

 いつも２月１日には報道の方を通してまとめ、今年も進んでいますけれども、

だんだん地産地消も進んでおりますし、とても皆さん、県民みんなでいいほうに

向かっているのだなという感じはしております。 

 それと、さっき、親心でとおっしゃいましたけれども、私、明成高校の近くに

住んでおりまして、あの明成高校の子どもたちの、さっきもどなたか委員の方が

おっしゃったように、生命を維持していく食物、食べ物をつくっているのだ、食

材をつくっているのだという、あの黒い瞳を消さないために一生懸命指導者は指

導していて、子どもたちも済生会病院とか地域の学習センターとか、そういう集
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まったところで実地訓練というか、販売しておるのですけれども、そういうとき

にすごくいい、みんなで励まし合っている言葉を投げかけているのですけれど

も、やはり親御さんが、そういうのでなくて別な仕事のほうがお金になるよ、み

たいな、そういうアドバイスするというから、やはり先ほどおっしゃった親御さ

んのアドバイスというのも大切かなと、ちょっと脱線しましたけれども、以上で

す。これからも食品の安全は一番大切かなと思っております。 

 それから、今日、ＪＡの女性部の方がお休みだったのですけれども、私たち、

生産者と消費者ということで、６次化について今年はお互いに交流をしておりま

す。今年一番人気があったのは、新地町でつくっているイチジクようかんですか、

あれはすごく、普通は栗ようかんとかそういうのはわかるのですけれども、イチ

ジクは健康にいいということで、イチジクようかんはすごく人気でした。そんな

ふうに県民の皆さんの力でいい方向に復興していきたいと思います。以上です。 

 

 ありがとうございました。ぜひ平久井さん、それのデータ、県の担当のほうに

も出していただいて、いろいろ県からも、それを検討する際にそういう意見とい

うか、生きているデータとして扱っていただければいいかなと思います。非常に

全量全袋検査自体、消費者の気持ちは、それが当然あってほしいと、その一方で、

やはりコストがかかると。県の中ではたぶんそこをてんびんにかけながらいろい

ろな判断がされるのだろうと思います。ぜひそういうデータも県の担当にも伝え

ていただければと思います。 

 あと、鈴木様、いかがでしょうか。 

 

 私のほうから１点だけご質問させていただきたいと思ってございます。先ほど

の資料３－３で数値表につきましてご説明いただいたところでございまして、数

値を見ますと、前年より直近値が下がっている項目がいくつかあったかと思って

ございまして、それなりに事項によっていろいろな要因・原因等があろうかと思

ってございますが、風評がなかなか鎮静化していない、こんな考えもあろうかと

思ってございまして、そういった状況について検証分析されて、現状について県

としてはどのように判断されているか。ナンバー28、42、67、90というような形

の中で、26年度より至近値が下がっているというような状況でございますので、

そこをお願いできればと思います。 

 

 ナンバーが 28と 42、あとは 67と 90。いかがでしょうか。 

 

 私のほうから、説明いたします。いろいろと理由がございます。避難、原子力

災害、または東日本大震災の影響というものもございます。わかりやすく言いま

すと、直近値で、下がっている 23 番の農業産出額等を見ていただきますと、平

成 25 年が 2,162 億が、直近値で 1,942 億と下がっています。これは、農業産出

額の中で特に大きな影響を持っております米の価格が平成 26 年は特に下がった

という理由で下がっているということでございます。 
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 そのほかもいろいろな数字を挙げていただきまして、下がっているところもあ

ります。例えば、先ほど説明しました 67 番です。大消費地への福島の顔となる

青果物の供給量というのも平成 26年よりも平成 27年のほうが下がっているとい

うことでございます。この辺は、ある意味、売り先がなくて、最後は卸売市場に

流れていくものが多かったというものが、だんだんに少しずつ回復しています。

例えば、ももの流通が自分で贈答用に売れるものが出てきて、その分、卸売市場

に流れていくものが減ってきたとか、いろいろな要因があると思います。総じて

言えますのは、震災後の一時的な生産量の落ち込み等、流通の混乱等については

相当回復してきているというところであろうと思います。ただ、指標を細かく見

ていきますと、やはり担い手の高齢化や減少というところが、ボディーブローの

ようにきいてきて、どうしても下がってくる指標もあると考えているところでご

ざいます。 

 

 個別の項目について、なかなか全部回答はできないという、あとは必要なのは、

単年度の影響で下がったというだけではなく、基本的な基調というか、底辺があ

る程度流れが減少傾向であれば、もう一回そこは検討して残さなければいけない

だろうと、たぶんそういう意向の質問になるかと思います。 

 

 資料の項目とすれば、目標値に向かって若干の動きはあるけれども、右肩に上

がって目標に近づいていくような方向性というのが、項目によってはなかなか難

しいところがあるのはわかると思うのですが、そういう形の中でまあまあ進めた

い、進んでいるという理解でそこはよろしいでしょうか。 

 

 そういう理解でよろしいかと思います。また、この資料３－３にあるように、

数値目標に近づく、ないしは超えてしまっているのがあったら、新たな設定がで

きるようなものもあるでしょうし、そういうことを精査するということが必要か

と思います。 

 それから、先ほど降矢委員からも出た植物工場なども、閉鎖系は確かに日本国

内で収支、採算が合わない例はたくさんあるのですが、最近、中国の会社がやり

始めて、閉鎖系でも中国の富裕層に売るというプランで植物工場を日本国内にも

つくっているのもいくつか増え始めているという話も聞こえています。それは、

たぶん売り先によって違うだろうと。 

 ただ、こういう県の計画の中に出す際に、本当にこのままでいいのかといった

ところは、これは 25 年につくっている計画ですから、30 年の途中からの年のと

きにずいぶん大幅な再検討されると思います。それに向けて、今の時点から本当

に基本的な部分で大きな課題があるのか、その現状のものを設置して、それに向

かって頑張るというのが非常に困難であれば、今から見直していけるのは進めて

いいのかなと思いますので、ぜひ、そういったところを検討していただければと

思います。 

 ちょっと私の進行がまずくて、気がついたところ、もう１つの議事があるので
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すが、まだどうしても１つ２つ質問される方。 

 

 ３－１の 16 ページなのですが、「地域産業を支える人材の育成と確保 ～ひと

づくり～」というので、私なりの意見を申し上げたいと思います。最近、各高校

生、商業学校なり農林学校なり、子どもたちがいろいろな商品開発をやっている

報道があります。実は私、アグリフード、毎年東京のビッグサイトでやっている

商談会に出店しているのですが、ちょうど福島県のブースの隣に、栃木県から、

栃木銀行がバックアップして高校生と企業がコラボして商品開発したものを商

談会に出展していました。福島県でもやはり、６次化ということで農業者を対象

にしていろいろ商品開発をやっているみたいですが、やはり、そういったものを

いかにして売るかという部分がまさに大事なことではないかなと。それなりとい

う部分では、決して前に進まないと思うのです。ましてやそこに商業のプロであ

る各事業者を巻き込んで、また若い者を、これから軸になるであろう若い者を、

それなりに意識改革させるという部分では、やはり中央にどんどん引っ張り出し

ていく必要があるのではないかなと。高校生のいろいろな新聞を見ますけれど

も、どうしても地元志向で、地元でやりましたというだけで終わっているのです。

だから、やはり若い者が発信したものを中央に行って、こういうものを開発しま

したよということでどんどんアピールさせる機会を設けていく。それで、やはり、

こういうことをやればこういう結果が出るのだなということをちゃんと自覚さ

せて教育する。まさに生きた授業につながるのではないかなと思いますので、ぜ

ひそういう点、各高校生を生かしながら、また、高校ばかりでなくて、小さい子

どもらを生かしながら、そうやって商品開発をやっていくような方向性をひとつ

考えていただきたいなと思います。以上、よろしくお願いします。 

 

 県としてご検討いただければと思います。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 

 １つ提案なのですけれども、皆さん多分、よく聞くと、あまりご存じない方が

いるのですけれども、今年の７月に仙台空港が民営化されたことはどのくらいの

方が知っていますか。その中で、仙台空港が民営化されて、東急グループが主体

となった会社が運営しています。その中にみちのりホールディングスという会社

があって、その下に会津バスと福島交通が入っています。で、11月の 14日から、

会津から福島まで行って仙台空港にシャトル便、直接の便ができました。仙台空

港の会社としては、これから東北の県のお客様、あとは貨物も併せて、要するに

物流の拠点に仙台空港をしようと、東北６県の物流拠点にしようとしています。 

 ですから、それに福島県の農として乗れないかということを考えています。お

客さんは増えます。外国便・国内便を増やしていますし、来るお客さんを観光の

ほうですとかグリーンツーリズムとか、どうやったら福島県の農と関連するとこ

ろに呼び込めるか。 

 あとは、先ほど輸出の話がありましたけれども、ＣＡコンテナでこれからどん
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どん船便も増えていくと思うのですけれども、航空便で新鮮なものを送る場合、

仙台空港の利用ということは考えられると思います。その辺のことをこれからの

福島県の農業の発展とどうやって結びつけていくかということもこれから考え

ていただきたいなということをお願いしたいと思います。 

 

 これも今後検討していただきたいことの意見として受け止めていただければ

と思います。ただ、航空便で海外に食品とか農産物の輸出というのは、一見いけ

そうだなと思いながら、いろいろな壁が実はあって、そうそう簡単ではなさそう

だというのが宮城でもずいぶんと経験しました。そのようないくらでもデータの

提供ができると思いますので、問い合わせていただければと思います。 

 ひとまずここで引き取ってもよろしいでしょうか、１番目に関しては。ありが

とうございます。 

 

 

（２）その他 

［報告事項］農業・農村の動向等に関する年次報告について 

 

 それでは、続いて（２）ということで、報告事項としまして、「農業・農村の

動向等に関する年次報告について」、事務局から簡単に説明をお願いいたします。 

 

 それでは、資料４－１をご覧いただきたいと思います。資料４－２が本編でご

ざいまして、年次報告として今年の９月にまとめたものでございます。資料４－

１をご覧いただきたいと思いますが、年次報告につきましては、福島県農業・農

村振興条例の 20 条に基づいて、27 年度における農業・農村の動向及び農業及び

農村の振興に関して講じた施策を取りまとめたものでございます。 

 年次報告の構成でございますが、見ていただいたとおり、Ⅰ、27年度施策の推

進ということで、概要を２ページほどにまとめております。Ⅱ、農業及び農村の

動向として、27 年度の農業及び農村の動向として、約 30 ページほどにまとめて

いるところでございます。Ⅲ、農業及び農村の振興に関して講じた施策というこ

とで、１、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う原子力災

害からの農業再生に向けた取組、２、福島農林水産業新生プランに基づく取組で、

全体で 88 ページの報告になっております。この内容につきましては、先ほど進

行管理の中で説明をさせていただいた内容と重複しますので、説明については割

愛させていただいて、報告とさせていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

 ありがとうございました。年次報告については、資料の４－１に簡潔にまとめ

ていただいていますけれども、ぜひ皆さん、お持ち帰りいただいて、これを時間

のあるときに、興味関心のあるところで構わないと思います、ここはちょっと目

を通していただいて、質問等がありましたら、事務局のほうまでまた問い合わせ
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ていただければと思います。 

 この件について何か確認したい点はございますか。よろしいでしょうか。 

 一応、この報告事項については了承していただいたということにさせていただ

ければと思います。先ほどの（１）の進行管理については、まだまだ皆さん、質

問とご意見があるかと思います。今日の資料にはお問い合わせのファクスの用紙

などが入っていませんけれども、ぜひ、確認したい点がございましたら、農林企

画課等に問い合わせていただければと思います。恐らく、ホームページから入る

とメールアドレスもあると思いますので、電話、ファクス、メール等を通じて確

認していただければと思います。 

 非常に今日は皆さんから熱心なご意見をいただきました。ぜひ今日出していた

だいた意見、これを今後ともこの進行管理等の中に反映させていただければとい

うふうに思います。 

 また、先ほどもどなたか委員からも出たと思いますけれども、現在大きく農業

政策等が変わりつつあるという中で、特にこれまでやられていた生産調整、減反

の国からの配分は、あと２年後ですか、平成 30 年産の米から一切国は関与しま

せん、生産者の中でご自由に調整してください、というふうに変わります。その

中で従来どおりやらなければ、もし自由にやった場合、米価が大幅に下落すると

いうこともあり得るでしょうと。そういったことにならないように、現在、農協

中央会とか県とかと協議しながら、どういった対策が必要かというふうなことを

進めておりますが、福島だけ変わっても、たぶんほかの県で、うちは知らないよ

というふうなものが出れば、それはそれで影響が大きく出たりするので、今は本

当にどういう取組ができるのかという、国も併せていろいろと考えつつ検討して

くださいということかと思います。 

 そういった状況も今後のこの福島県の農林水産業の再生プラン、この中に反映

させていかざるを得なくなるのだろうと思います。そういったことが、今の米の

調整の話だけではなくて、いろいろなところに出てきますので、ぜひ今後とも皆

さんに、そういったものも含めながら、福島県全体で、米も含め、農業と農村全

体でバランスを取れるようなプランというものが今後一層重要になってくると

思いますので、また一生懸命頭をひねりながら、いいアイデア、いい知恵を出し

て進めていっていただければと思います。 

 さらに部長のほうから何かございますか。 

 

 今日は、長時間にわたりまして本当に熱心なご意見、ありがとうございました。

我々のほうからご説明する時間を長く取ってしまった関係で、まだまだ皆さん、

言い足りない部分があろうかと思います。先ほど会長のほうからもお話がありま

したように、この場にとどまらず、メールあるいはお手紙、電話等で結構でござ

いますので、今後ともいろいろな貴重なご意見をいただければ、私どもも非常に

うれしく思います。 

 この場をお借りして１つお話し申し上げますと、今、来年度の予算につきまし

て国と調整を続けているところでございます。この中で特に、さまざまな事業が
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あるわけなのですが、本県が抱える特有の大きな課題ということで、風評対策に

つきまして新たなステップに乗っていかなければいけないなと。 

 といいますのは、今までは、どちらかというと、まず検査をしっかりやって安

全性を訴える。消費者の皆さんがかなりメーンのターゲットだった。ただ、それ

をやっておりましても、なかなか風評が解決しない。来年度からはこれに加えま

して、流通のほうにももう少し力を入れてもらうよう、我々も当然やります、あ

と、国の力も借りながら、流通対策に少し手を突っ込んでいきたいというところ

で、国の予算、折衝を続けているところでございます。消費・流通両面にわたっ

て新しいステップとしていろいろな事業を構築しながら、本県の農業、農林水産

業全般にわたりまして、少しでも明るい話題、明るい事業ができるように見方を

変えたいと思います。引き続き、皆さんのご支援、ご鞭撻のほど、どうぞよろし

くお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。 

 

 それでは、以上で本日の議事は終了して、議長の職を終わらせていただきます。

進行を事務局にお返しします。どうもありがとうございました。 

 

――閉  会―― 

 伊藤会長をはじめ、委員の皆様にはご審議をいただき、誠にありがとうござい

ました。先ほど会長からご指摘がございましたが、皆様に本日言い足りなかった

部分、さらにこういったことがあったほうがいいという部分につきましては、改

めてご照会の文書のお願いを差し上げたいと思いますので、そちらのほうでまた

いただいて、また、それに限らず、今後ともご指導、ご鞭撻いただきますようお

願いいしたいと思います。 

 以上をもちまして、平成 28 年度福島県農業振興審議会を終了いたします。本

日は誠にありがとうございました。 

（以 上） 
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